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1 ８頁 第１ １(12)イ

サービス購入料の支払いの最終回は、令和21年

(2039年)４月から５月分の２ヶ月分とする。（支

払回数について、令和６年度は３回、令和21年度

は１回を想定。）

サービス購入料の支払いの最終回は、令和21年

(2040年)４月から５月分の２ヶ月分とする。（支

払回数について、令和６年度は３回、令和21年度

は１回を想定。）


